
様式第３号（第３-４-(1)関係）

県 民 意 見 の 募 集 に つ い て

計画等の案の名称
マイナンバー（個人番号）及び住民基本台帳ネットワークシステムの独自利用に係

る条例改正等の骨子案

意見募集の趣旨

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（以下「番号利用法」という。）に基づき、社会保障や税、災害対策の分野でマイ

ナンバーが利用されています。

県では、県民の皆様の利便性の向上や行政の効率化を図るため、番号利用法に基

づき「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

９条第２項に基づく個人番号の利用等に関する条例」（以下「番号利用条例」とい

う。）を制定し、番号利用法に規定のない県の事務におけるマイナンバーの利用な

どについて定めています。

現在、新たにマイナンバーを利用する事務の追加等を行うため、番号利用条例及

び「静岡県本人確認情報等の利用及び提供に関する条例」の一部改正を検討してい

ます。このたび、一部改正の骨子案を取りまとめましたので、広く県民の皆様から

御意見を募集します。

意見の提出期間 令和７年６月９日（月）から 令和７年６月30日（月）まで

意見の提出方法

持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書（書式

自由）を提出してください。

なお、御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏

名、住所及び連絡先（電話番号等）を明記してください。

意 見 の 提 出 先

１ 持参又は郵送の場合

〒420-8601

静岡市葵区追手町９－６（県庁東館16階）

静岡県企画部デジタル戦略課

２ ファクシミリの場合

０５４－２５１－４０９１（静岡県企画部デジタル戦略課）

３ 電子メールの場合

digital@pref.shizuoka.lg.jp

問 い 合 わ せ 先
静岡県企画部デジタル戦略課

電話番号 ０５４－２２１－２９１５

備 考

・御意見に対する県の考え方は、類似する御意見をまとめた上で県のホームペ

ージでお示しします。御意見をお寄せいただいた方に対して、直接回答はい

たしかねますので御了承ください。

・電話での御意見は御遠慮ください。


